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下記のとおり人事異動を実施したいので，閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，平成15年9月28日限りで定年退官予定の東京高等検察庁

検事長木藤繁夫の後任に同月29日付けで次長検事松尾邦弘を，その後任に最

高検察庁刑事部長古田佑紀をそれぞれ充てようとするものであります。

記

次長検事 松尾邦弘

検事長に任命する

最高検察庁刑事部長 検 事 古田佑紀

次長検事に任命する

（平成15年9月29日付け）
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除
す
る

外
務
事
務
官
（
在
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
日
本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ
せ
る

外
務
事
務
官
（
在
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
日
本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ
せ
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る
‐

参
事
官
を
命
ず
る

法
務
省
に
出
向
さ
せ
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
転
任
さ
せ
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

七
日

《

｜
I

項

に
併
任
す
る

■
》
■
■
ザ
■
０
画
．
？
Ｕ
■
甲
６
日
》
け

ＪＢ、■

耶

二

０

叩

ｌ

１

１

ｎ

１

削

！

U

－

松

一
国
税
庁
一

－

国I庁1尾外

法
務
省
一

外法

務務務
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省省省
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法 務 省

‐ 二 〃

平
成
元 〃

一
ハ
ニ
ー

《
ハ
ー
ー 〃

、
｛
ハ

▲

“
昭
和
六
○

年

全 〃 九
｛
ハ 四

一
一
一

〃 九
一
一
一

月

四

今

』■L

○ 四
一
ハ

ご 基

○

- ユ

○

一●

一
ハ

一

二
五 日

併
任
の
期
間
は
平
成
二
年
一
二
且
一
二
日
ま
で
と
す
る

平
成
二
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
Ｖ
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
刑
事
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
人
権
擁
護
局
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
国
際
犯
罪
対
策
室
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
大
臣
官
房
参
事
官
に
充
て
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
二
年
三
月
一
七
日
か
ら
同
月
二
六
日
ま
で
と
す
る

中
華
人
民
共
和
国
へ
出
張
を
命
ず
る

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

か
ね
て
法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
人
権
擁
護
局
付
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
刑
事
局
総
務
課
国
際
犯
罪
対
策
室
長
に
充
て
る

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
）
に
併
任
す
る

事

項

〃 〃 〃

、

〃

法
務
省

法
務
省

国

税

庁

法
務
省

国
税
庁

庁

名

4丁



口
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1

法 務 省

〃 四 〃 〃 〃 〃
一
一
一

〃

平
成
二
年

〃 四 九 〃 五 〃 四

一

○ 五
月

’ 〃 夏

二

○

一
一
一

全

ユ

五 〃 四

一

＝

打

一
一 日

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

任
期
は
平
成
四
年
六
月
三
○
日
ま
で
と
す
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

二
■
》
■

法
務
省
人
事
管
理
官
を
命
ず
る

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る
．

併
任
の
期
間
は
平
成
三
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

員
会
日
本
代
表
を
委
嘱
す
る

■
●

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
長
に
充
て
る

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
に
併
任
す
る

1

1

平
成
二
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

事

項

〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

外
務
省

〃 〃

法
務
省

庁
名

5 丁
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〃
｛
ハ 〃

－

五 〃

Ｃ
ｅ

〃 〃 〃 〃 〃 〃

平
成
四

年

〃 →
一
ハ

全 七 〃
一
ハ 〃 〃 五 〃 四

月

四
一 一 一 一 四 = 一

－

一
一

－

▲

ご ミ

八

▲

四
一 一

一 4

五

▲

○
日

平
成
六
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
五
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

併
任
の
期
間
は
平
成
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
四
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

●
、

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

｡

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

員
会
日
本
代
表
の
委
嘱
を
解
く

事

項

〃 〃

－

〃 〃 〃

法
務
省

〃

最
高
裁
判
所

〃

法
務
省

法
務
省

外
務
省

庁
名

6 丁
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7丁

〃 〃 〃
－今

●

一
ハ 五 一一

全

○ 七
一
ハ

月

I■L

一
一

△

▲

○ 四
巳 一

二

四 四 一
△ 一

日

平
成
八
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

■
８

法
務
省
人
事
管
理
官
を
免
ず
る

松
山
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
八
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
八
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
七
年
三
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
七
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
七
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

■
◆

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

任
期
は
平
成
八
年
六
月
三
○
日
ま
で
と
す
る

・
法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

併
任
の
期
間
は
平
成
六
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
六
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃

法
務
省

庁
名
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法 務 省

〃

－

〃 〃 〃 〃

－今

○ 九 〃 〃 〃 〃

｜’

平
成

八

年

七
一
ハ 〃 五 〃 四 一 〃

‐ ‐二

一
一 〃

一
一

子 一
月

一
一
一

一
一
一
一
一

= ▲

九

△ 一

八

‐

二 ‐

四
一
一
一

全

四

＝ 垂

七 一二 五
▲

~そ
▲ 日

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

出
張
期
間
は
平
成
一
○
年
五
月
四
日
か
ら
同
月
八
日
ま
で
と
す
る

中
華
人
民
共
和
国
へ
出
張
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

公
証
人
審
査
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
免
ず
る

事
項

’

’

〃

●

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

■

〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃

法

務

省

庁
名

8丁
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1

〃
一
一
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全

一
一

一
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一
一 九 〃 〃 八 七

月

－ －母

一
ハ
一

一

二

八

ー‐ 舎

一 一号

四

一

一
一

一

全

九

一
一

今

三

一卜了
O B

五

一

今

八

二

八

一

一
一
ハ

一

一
一

一
一

一 一
日

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

国
会
等
移
転
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
幹
事
に
任
命
す
る

司
法
試
験
管
理
委
員
会
委
員
長
に
併
任
す
る

倫
理
監
督
官
を
命
ず
る

法
務
事
務
次
官
に
任
命
す
る

自
然
環
境
保
全
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

第
一
四
五
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
四
四
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
一
○
年
二
月
二
日
か
ら
同
月
一
三
日
ま
で
と
す
る

大
韓
民
国
へ
出
張
を
命
ず
る

青
少
年
問
題
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

動
物
保
護
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

第
一
四
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

巳
●

句
●

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

事

項

最
高
裁
判
所

法
務
省

内
閣

〃

法
務
省

〃 〃

内

閣

法

務

省

〃

内

閣

最
高
裁
判
所

内
閣

最
高
裁
判
所

庁
名

I
D
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一

■

一
一
一

〃
- －－－ ユ

〃

一
一 =二

月

冬

一
一
↑
ハ 五

一
一

七 一
貢

笂
日

独
立
行
政
法
人
北
海
道
開
発
土
木
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

■■●

独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
港
湾
技
術
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
を
免
ず
る

し
た
平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
の
併
任
は
終
了

終
了
し
た

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
の
併
任
は

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
法
制
審
議
会
委
員
の
併
任
は
終
了
し
た

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
を
免
ず
る

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

’
高
齢
社
会
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

事

項
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最
高
検
察
庁
公
判
部
長
事
務
取
扱
を
免
ず
る

事
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弘
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一
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四
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八
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一
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一
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最
高
検
察
庁
刑
事
部
長
事
務
取
扱
を
免
ず
る

●
●
ｐ

最
高
検
察
庁
公
判
部
長
事
務
取
扱
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
刑
事
部
長
事
務
取
扱
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
一
般
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
選
考
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

倫
理
監
督
官
を
免
ず
る

次
長
検
事
に
任
命
す
る

中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
幹
事
を
免
ず
る

公
害
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

の
②

高
齢
社
会
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
海
員
学
校
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
海
技
大
学
校
設
立
委
員
に
任
命
す
る

〃

最
高
検
察
庁

〃

最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
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内
閣
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国
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東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

出
張
期
間
は
昭
和
四
五
年
七
月
一
五
日
か
ら
同
四
七
年
七
月
一
四
日
ま
で
と
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
四
五
年
七
月
七
日
か
ら
同
四
七
年
七
月
八
日
ま
で
と
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
出
張
を
命
ず
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
期
間
変
更

■
４
Ｆ
．
■
巳
Ｐ
ｑ
ｌ
■
判

事

ｌ

ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ

可

卜

凸

４
匹
臣
服
”

・
砧

出
生
年
月
日
一

旧
氏
名
一

氏
項

■

I

名
E

ふ
る

Ⅱ

1

1
古昭

和
一
七
年
四
月
八
日
一

田た一
最
高
裁
判
所
亭

司
法
試
験
管
理
委
員
会

法
務
省

庁

ゆ
う

佑
〃
々

〃〃〃〃

紀き
名

－

一 ｡

■■■■■■■■



l
l

l
柵

卜

一

〃

五
六

五
五

－

〃

－ －一一

〃

－

五
四

－

彌
含菫

汽
一

一
〃

五
二 一

昭
和
四
九

’
一
一
一 九

一
一
九 五 四

一

一
一

一一一

○ 八
一
一
一

一
一
一

月

多了己

汽

鼻

○

一一一

七
I

D

D

一

○ 五

一
一
一
一
一 七 五

今
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一

日

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

も
｡

①

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
五
五
年
二
月
一
三
日
か
ら
同
年
一
二
月
二
○
日
ま
で
と
す
る

ト
ラ
リ
ア
ヘ
出
張
を
命
ず
る

連
合
王
国
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
西
脹
イ
ッ
、
オ
ー
ス

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

（
期
間
は
昭
和
五
四
年
五
月
二
○
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
国
際
連
合
局
）
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
五
四
年
五
月
五
日
か
ら
同
月
二
○
日
ま
で
と
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

法
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
に
併
任
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る
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浦
和
地
方
検
察
庁
川
越
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部
勤
務
を
命
ず
る

浦
和
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方
検
察
庁
検
事
に
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す
る

事
項

名
古
屋
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

〃 〃

一一一一

法
務
省

外
務
省
－

〃 〃 〃 〃 〃
Q

〃

庁

名

’

’

1

I

｢=丁

古
田
佑
紀



国
→ ．寺子

務 省 I
＝L■一召F■－5士■画一■

工L
’
3丁

D，

「
Ｉ

E

B昭
和
五
七
一
九

６
■ 吋

年
五
八

五
九
一
六
一
二
○

六
○
一
一
一
口
一
五
一
昭
和
六
○
年
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司
法
試
験
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第
二
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験
）
考
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委
員
に
併
任
す
る

一
併
任
の
期
間
は
昭
和
六
○
年
二
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
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六
一
一
五
一
検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
○
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る
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法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

王
国
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
昭
和
五
七
年
九
月
一
八
日
か
ら
同
年
一
○
月
七
日
ま
で
と
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

昭
和
五
九
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
○
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
○
年
七
月
八
日
か
ら
同
月
二
○
日
ま
で
と
す
る

オ
ラ
ン
ダ
、
連
合
王
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
西
ド
イ
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出
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を
命
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法
制
審
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会
幹
事
に
併
任
す
る
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○
一
一 四 ＝ 日

平
成
二
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
青
少
年
課
長
に
充
て
る

東
京
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

●
■

東
京
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

●
◆

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

民
事
行
政
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
二
年
三
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

民
事
行
政
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
一
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

一
Ｃ

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
一
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

■
。

昭
和
六
一
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

民
事
行
政
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る 事
項
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五 四
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今

一
一

三 ▲ 四
日

オ
ー
ス
膿
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

法
務
大
臣
官
房
審
議
官
（
刑
事
局
担
当
）
に
充
て
る

併
任
の
期
間
は
平
成
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
五
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
四
年
五
月
二
日
ま
で
と
す
る
）

”

外
務
事
務
官
（
国
際
連
合
局
）
に
併
任
す
る

●
●

出
張
期
間
は
平
成
四
年
四
月
一
九
日
か
ら
同
年
五
月
二
日
ま
で
と
す
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
出
張
を
命
ず
る

国
際
連
合
犯
罪
防
止
刑
事
司
法
委
員
会
日
本
代
表
を
委
嘱
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
四
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
国
際
課
長
に
充
て
る

◆
■

法
務
省
刑
事
局
青
少
年
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
三
年
二
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
三
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
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古
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佑
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〃 〃 四
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一 五 四 一 ▲ 四 四

月l
I
l

’ 〃

一
一

▲

▲

五

=二

○

▲

一
ハ

一

九 四

一

五

今

○
日

出
張
期
間
は
平
成
七
年
四
月
二
九
日
か
ら
同
年
五
月
九
日
ま
で
と
す
る

エ
ジ
プ
ト
へ
出
張
を
命
ず
る

第
九
回
国
際
連
合
犯
罪
防
止
会
議
日
本
政
府
代
表
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る ■

●

春
○法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

第
二
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

平
成
六
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

Ｐ

出
張
期
間
は
平
成
六
年
四
月
二
四
日
か
ら
同
年
五
月
八
日
ま
で
と
す
る

オ
ー
ス
吟
リ
ア
ヘ
出
張
を
命
ず
る

０
６

併
任
の
期
間
は
平
成
六
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
六
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
五
年
四
月
二
四
日
ま
で
と
す
る
）

■

ロ

外
務
事
務
官
（
国
際
連
合
局
）
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
平
成
五
年
四
月
一
○
日
か
ら
同
年
五
月
三
日
ま
で
と
す
る

事

項

法
務
省

内
閣

法
務
省

内
閣

〃 〃 〃

法
務
省

外
務
省 ●

法
務
省

庁

名’

古
田
佑
紀
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に

童

ｌ

一

八
一
一
一
三
一

画亘画や『 ■一一ﾖ■
至らｰー=Fー

平
成
七
、
一
五

■
■
■
旬
■
▲
■
０
ｕ
亜
』
ｐ
甲
■
■
凸
Ｇ
凸
凸
①
８
日
■
■
■
日
日

〃〃〃〃〃〃

〃〃
四

三

二

一

五

五 〃

一
一
一 一

一
一

一
一
一
一

一

○八
一
外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る

○

一
フ
ラ
ン
ス
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
八
年
二
月
五
日
か
ら
同
月
一
一
日
ま
で
と
す
る

事
項

目
旧
旧
Ⅲ
咽
口
■
■
割
■
■
己
■
■
■
ロ
ロ
ｎ
脚
Ｈ
例
日
目
Ｎ
間
間
■
．
，
ｐ
ひ
Ｊ
●
１
９
４
日
日
ｂ
叩
Ⅱ
訓
甜
抄
馴
化
凹
唖
即
骨
日
■
Ｉ
８
ｑ
ｇ
Ｂ
９
Ｂ
■
■
・
９
局
，
ロ
肥
Ｄ
旧
Ｄ
ｈ
Ｌ
ｌ
ｊ
、
Ⅱ
Ⅲ
片
面
凡
角
面
Ｉ
■
１
１
巴
用
巾
１
皿
則
仙
即
Ⅱ
■
■
■
Ⅲ
■
■
■
即
Ⅱ
側
憎
旧
四
Ｈ
Ⅲ
Ⅱ
■
■
Ⅱ
回
り
陣

第
九
回
国
際
連
合
犯
罪
防
止
会
議
日
本
政
府
代
表
を
免
ず
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
七
年
五
月
二
八
日
か
ら
同
年
六
月
二
日
ま
で
と
す
る

（
期
間
は
平
成
七
年
六
月
九
日
ま
で
と
す
る
）

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
大
臣
官
房
審
議
官
（
刑
事
局
担
当
）
に
充
て
る

外
務
事
務
官
（
経
済
局
）
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
平
成
八
年
四
月
八
日
か
ら
同
月
一
四
日
ま
で
と
す
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
八
年
五
月
一
九
日
か
ら
同
年
六
月
二
日
ま
で
と
す
る

フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
出
張
を
命
ず
る

（
期
間
は
平
成
八
年
二
月
一
一
日
ま
で
と
す
る
）

（
期
間
は
平
成
八
年
四
月
一
四
日
ま
で
と
す
る
）

。
畠
６
．
４
２
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０
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。
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1

一
ハ 四

一

九 〃 〃 〃
0 四 五

月

▲

八

壱一

七

‐ 一合

一
一

言

九

一
一
一
ハ

皇

五

一
一
一
一
一

－－ _ ▲

五

皇

九
日

出
張
期
間
は
平
成
一
○
年
六
月
二
○
日
か
ら
同
月
二
七
日
ま
で
と
す
る

イ
タ
ゾ
ア
ヘ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
一
○
年
四
月
一
九
日
か
ら
同
年
五
月
三
日
ま
で
と
す
る

オ
ー
ス
器
リ
ア
ヘ
出
張
を
命
ず
る

第
一
四
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
四
一
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

（
期
間
は
平
成
九
年
五
月
一
二
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
平
成
九
年
四
月
二
六
日
か
ら
同
年
五
月
九
日
ま
で
と
す
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
出
張
を
命
ず
る

平
成
九
年
四
月
二
三
日
付
け
出
張
命
令
変
更

出
張
期
間
は
平
成
九
年
四
月
二
六
日
か
ら
同
年
五
月
二
一
日
ま
で
と
す
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
出
張
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
八
年
六
月
二
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る

事
項

〃

法
務
省

｡〃

内
閣

外
務
省

〃 〃

法
務
省

外
務
省

庁
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今

一
一

三 凸

一
一 九 〃 七

月

五

一

九

▲

八

- 一

一
ハ

一一

一
一

▽ ▲

二

○

一一

一

四

生

七
日

終
了
し
た

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
の
併
任
は

は
終
了
し
た

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
法
制
審
議
会
幹
事
及
び
部
会
委
員
の
併
任

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

自
然
環
境
保
全
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

凸
●

ロ

●

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

宇
都
宮
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

事

項

最
高
裁
判
所

内

閣

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃

法
務
省

庁
名
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庁名

〃 〃 〃 〃 八 四
一
一 九

一
ハ

全 月

一さ
一 ▲

○

言 豆

十了

” 全

｛
ハ ●

け
八

一 △

五

今。

一
ハ

一 一

▲

八

＝1

石

一
一 日

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

併
任
の
期
間
は
平
成
一
四
年
二
月
三
○
日
ま
で
と
す
る

に
併
任
す
る

検
察
官
特
別
任
用
審
査
会
試
験
委
員
（
検
察
官
特
別
考
試
の
た
め
の
試
験
担
当
）

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
検
察
庁
刑
事
部
長
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
一
四
年
四
月
七
日
か
ら
同
月
八
日
ま
で
と
す
る

大
韓
民
国
へ
出
張
を
命
ず
る

ｇ
ｏ

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

了
し
た

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
自
然
環
境
保
全
審
議
会
幹
事
の
併
任
は
終

し
た
平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
の
併
任
は
終
了

事

項

法
務
省

〃

最
高
裁
判
所

〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

q毎、
■
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法
務
省
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一
一

一

七 口 日

…

●

出
張
期
間
は
平
成
一
五
年
五
月
二
日
か
ら
同
月
一
八
日
ま
で
と
す
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
一
四
年
一
二
月
一
四
日
か
ら
同
月
一
九
日
ま
で
と
す
る

ド
イ
ッ
ヘ
出
張
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

事

項

〃

法
務
省

最
高
裁
判
所
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’
庁
名
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外人第10610号

平成15年9月24日

内閣総理大臣小泉純一郎殿

零霧妾｜
冒

害｜

‘裂乏 ↓ゞ’〒l＝

外務大臣臨時代理

国務大臣福田康夫

閣請閣議

もも一

決定人事につ いて

別紙のとおり発令を願います。



外務省

特命全権大使に任命する

近藤茂夫(前内閣広報官）

齋賀富美子(国際連合日本政府代表部大使）外務事務官

勺

泉 堅二郎(国際協力事業団理事）

稲川照芳(通関情報処理センター監事）

永井愼也(国際交流基金理事）

重家俊範(大臣官房）外務事務官

下荒地修二(同 ）同

須田明夫(国際協力事業団総務部長）

伊東喜昭(在ポーランド日本国大使館公使）外務事務官

(以上9月29日付発令）

おって、近藤にはフインランF国駐笥、齋賀にはノルウェー国駐笥、泉にはエチオピ
ア国駐笥、稲川にはハンガリー国駐笥、永井にはアルゼンチン国駐笥、重家には南アフ
リカ共和国駐箭、下荒地にはパナマ国駐笥、須田にはスリランカ国駐笥、伊東にはウガ
ンダ国駐箭を命ずる°
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昭
和
三
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本
籍

年
号

出
生
地四

○
四四

五
四四

七 三一
、

ユ
ノ
ク

－

一

月’
一
一 ○

一
一
一四九九

二二二

五
日

○○

事
項

一
国
家
公
務
員
採
用
上
級
（
甲
・
法
律
）
試
験
合
格

東
京
大
学
法
学
部
第
二
類
卒
業

建
設
事
務
官
に
任
命
す
る

都
市
局
都
市
計
画
課
勤
務
を
命
ず
る

関
東
地
方
建
設
局
河
川
部
水
政
課
長
を
命
ず
る

都
市
局
都
市
計
画
課
勤
務
を
命
ず
る

6

履
､

歴

’
4

氏出
生
年
月
日

旧
氏
名

’
室
冒

名
一

近力
昭
和
一
七
年
四
月
一
三
日
生

外

藤
〃
言
う省

務

茂
し
げ庁①

し
省’

名 夫お

一
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一

六
○
五
九
五

八

五
六

五
四

五

二

昭
和
五
○

年
号

七 七
一
ハ 七

一
ハ 四

一
一
一 四

－－一 五
月

〃

一

一
一

一

色

○

＝

五
』■L

■

一

○
冬

一
一
一

一
一

一

｛
ハ

一

五 一 一
日

内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
内
閣
内
政
審
議
室
）
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
付
に
配
置
換
す
る

今
守
◆

都
市
局
都
市
再
開
発
課
長
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
地
方
厚
生
課
長
に
昇
任
さ
せ
る

犬
臣
官
房
文
書
課
広
報
室
長
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
会
計
課
企
画
官
に
昇
任
さ
せ
る

建
設
事
務
官
（
住
宅
局
住
宅
総
務
課
）
に
採
用
す
る

願
に
よ
り
本
職
を
免
ず
る

。
●

土
木
部
工
地
政
策
課
長
に
補
す
る

土
木
部
工
地
局
計
画
調
整
課
参
事
に
補
す
る

兵
庫
県
事
務
吏
員
に
任
命
す
る

辞
職
を
承
認
す
る

都
市
局
下
水
道
部
下
水
道
企
画
課
勤
務
を
命
ず
る

事

項

省
庁
名

外
務
省



●

九 八
一
ハ 四 ざ

平
成
二
一
ハ
ー
ニ

一
ハ

一
一

昭
和
六
一

年
号

七 七 七
一
ハ
｛
ハ 七

ユ

一一一一

ユ 七
月

八
一

一

一一

二
｛
ハ

一

四
一
一
一

一
一
一 〃

一

一
ハ
｛
ハ 〃 〃

一
一
一
一

日

国
士
事
務
次
官
に
昇
任
さ
せ
る

総
理
府
事
務
官
（
国
土
庁
長
官
官
房
長
）
に
転
任
さ
せ
る
、

都
市
局
長
に
昇
任
さ
せ
る

道
路
局
次
長
に
昇
任
さ
せ
る

｡

‐

大
臣
官
房
会
計
課
長
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
政
策
課
長
に
配
置
換
す
る

都
市
局
都
市
計
画
課
長
に
配
置
換
す
る

総
理
府
事
務
官
（
大
臣
官
房
内
政
審
議
室
）
の
併
任
を
解
除
す
る

内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
内
閣
内
政
審
議
室
）
の
併
任
を
解
除
す
る

金
丸
国
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

総
理
府
事
務
官

一

（
大
臣
官
房
内
政
審
議
室
）
に
併
任
す
る

『
●

金
丸
国
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

特
命
事
項
担
当
室
室
員
を
命
ず
る

事

項

省
庁
名



一

五

一

一
一
一

一

一

平
成
九

年
号

七 一

。
七 七

月

_二

○
一
ハ 四 〃

－ －℃

一三 八
日

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

qQ

内
閣
広
報
官
に
任
命
す
る

6

■

辞
職
を
承
認
す
る

総
理
府
事
務
官
（
大
臣
官
房
広
報
室
長
）
に
併
任
す
る

る 内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
内
閣
広
報
官
室
内
閣
広
報
官
）
に
転
任
さ
せ

阪
神
・
淡
路
復
興
対
策
本
部
事
務
局
長
に
併
任
す
る

●
ぬ
■

事

項

省
庁
名



－

’年’昭
和
四
○

本
籍

出
生
地四四

四
四 号

『 ム

ノ、

一

画『一一一一一》一岸一

月一
一
一

九
一
一
一四七一

一

八

一
一
ハ
ー

や
●
一
一 日

五
一

一

事

外
務
省
語
学
研
修
員
採
用
試
験
合
格

副
理
事
官
を
命
ず
る

三
等
理
事
官
を
命
ず
る

履

’
|歴

L

頭
’ １
｜
出
生
年

’
1

項

垂
月
日

胃

一

昭
和
一
八
年
一
一
月
三
○
日
生

さ
い
が

齋
賀

さ
し、

’ が

デ

外 一

－－

省

務

富ふふ庁

毫
一 ’I |令？

．

省

一
一

1 l . " . l . l . = g "z: 8 ｡ 'と一七一＝---- . 一一=一 一 － ．－－－



ー

九 八 四

平
成

元

｛
ハ
ー
ニ

｛
ハ

Q■■ 角

五
八
五
四

昭
和
五
○

年
号

■ 一

今

ー 二今 八 七 二 二 四
｛
ハ

一 一一一

－－－－－－＝

一
一 月

一
一

二

○

■■ ▲

七

皇

八 一
全

一
一

○

一

九

一

七
日

国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
在
勤
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
国
際
連
合

国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
に
配
置
換
す
る

〆
ゅ
■

参
事
官
を
命
ず
る

在
デ
ン
マ
ー
ク
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

経
済
局
海
洋
課
長
に
昇
任
さ
せ
る

ｰ

国
際
連
合
局
社
会
協
力
課
に
配
置
換
す
る

国
際
連
合
局
に
配
置
換
す
る
（
国
連
政
策
課
）

上
級
に
登
用
す
る
（
昭
和
四
七
年
度
扱
）

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

ｂ
●

国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
に
配
置
換
す
る

条
約
局
国
際
協
定
課
に
配
置
換
す
る

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
曰
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

●
■

事

項

省
庁
名



、

1
，

一

四

一
一
一

平
成
一
○

年
号

七 九 八 五
月

今

-も

五
一

三
一

一
一

一

○
日

国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
に
在
勤
す
る
期
間
大
使
の
名
称
を
与
え
る

参
事
官
を
命
ず
る

国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
に
配
置
換
す
る

総
領
事
を
命
ず
る

在
シ
ア
ト
ル
曰
本
国
総
領
事
館
に
配
置
換
す
る

●
●

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
に
採
用
す
る

願
に
よ
り
埼
玉
県
副
知
事
を
免
ず
る

①
●

埼
玉
県
副
知
事
に
任
命
す
る

辞
職
を
承
認
す
る

■

、

、

日
本
政
府
代
表
部
に
在
勤
す
る
期
間
公
使
の
名
称
を
与
え
る

事

項

省
庁
名



一一

外

務

省

五
○

四

一

土
木
研
究
所
千
葉
支
所
道
路
部
道
路
研
究
室
に
転
任
さ
せ
る

四
一且-ム

ノ、

七

一

道
路
局
企
画
課
勤
務
を
命
ず
る

四
四

四

一

建
設
省
都
市
局
区
画
整
理
課
に
転
任
さ
せ
る

一

○

－■一

道
路
部
道
路
計
画
課
勤
務
を
命
ず
る

中
国
地
方
建
設
局
広
島
国
道
工
事
事
務
所
調
査
設
計
課
勤
務
を
命
ず
る

四

一

建
設
技
官
に
任
命
す
る

四

一
一
一

東
京
大
学
工
学
部
都
市
工
学
科
卒
業

昭
和
四
二

九

国
家
公
務
員
採
用
上
級
（
甲
・
土
木
）
試
験
合
格

年
号

月

日

事

項

省
庁
名

出
生
地

－

｜
昭
和
二
○
年
五
月
一
七
日
生

出
生
年
月
日

本

籍

旧
氏
名

氏
・
名

い
ず
み
け
ん
じ
ろ
う

泉
堅
二
郎

履
歴
書



●

●

■

■

寺

1
I

四 ＝

平
成

元

一
ハ

二

《
ハ

a

五
九
五
七
五
六

昭
和
五
三

年
号

一
一
一

一
一
一 四

一
一
一

一

○ 四 四

一
一
一 四 四

一

一

月

~二
一
・ __皇

一 ､ 一一 一

七 －■Ⅱ■■ 五

▲

一
一

一

ニ 二 〃

二

○
日

建
設
技
官
（
大
臣
官
房
付
）
に
転
任
さ
せ
る

総
理
府
技
官
（
国
土
庁
計
画
・
調
整
局
調
整
課
長
）
に
昇
任
さ
せ
る

道
路
局
地
方
道
課
市
町
村
道
室
長
に
配
置
換
す
る

道
路
局
国
道
第
一
課
道
路
保
全
対
策
官
に
昇
任
さ
せ
る

道
路
局
有
料
道
路
課
建
設
専
門
官
に
配
置
換
す
る

関
東
地
方
建
設
局
東
京
国
道
工
事
事
務
所
長
に
配
置
換
す
る

四
国
地
方
建
設
局
香
川
工
事
事
務
所
長
に
昇
任
さ
せ
る

道
路
局
企
画
課
に
配
置
換
す
る

建
設
技
官
（
道
路
局
有
料
道
路
課
）
に
転
任
さ
せ
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

Ｏ
Ｇ

外
務
事
務
官
（
在
フ
ィ
ソ
ピ
ン
曰
本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ
せ
る

建
設
省
計
画
局
国
際
課
に
転
任
さ
せ
る

事

項

省

庁

名



△

○ 九

′ ,

七
ニ
ハ 五

平
成
四

年
号

八 七
｛
ハ 四

一

一

一
一

一

○
ー

一
一
一
月

－

一
一
一

一

。
一

一

一
ハ

－ 今 一

一

一
ハ

七

五
一

-ミ
△

日

国
際
協
力
事
業
団
理
事
に
任
命
す
る

辞
任
駐
車
場
整
備
推
進
機
構
専
務
理
事
に
任
命
す
る

駐
車
場
整
備
推
進
機
構
顧
問
を
命
ず
る

■
■

辞
職
を
承
認
す
る

四
国
地
方
建
設
局
長
に
昇
任
さ
せ
る

都
市
局
街
路
課
長
に
配
置
換
す
る

建
設
技
官
（
大
臣
官
房
付
）
に
採
用
す
る

願
に
よ
り
本
職
を
免
ず
る

土
木
部
長
に
補
す
る

茨
城
県
技
術
吏
員
に
任
命
す
る

辞
職
を
承
認
す
る
事

項

C 由

省
庁
名

外
務
省
、



昭
和
四

本
籍

出
生
地

年
号四四

四
四
六

一
一
一

一
一

月
八

一
一
一七 四七 四

一

一

読

一一二一

一

八
言

日．
○

一？ 全一一

外
務
公
務
員
採
用
上
級
試
験
合
格

東
京
大
学
法
学
部
第
二
類
卒
業

外
務
事
務
官
に
任
命
す
る

大
臣
官
房
勤
務
を
命
ず
る

事

外
務
公
務
員
採
用
上
級
試
験
合
格

外
交
官
補
を
命
ず
る口

在
ベ
ル
リ
ン
日
本
国
総
領
事
館
在
勤
を
命
ず
る

履

歴

氏出
生
年
月
日

旧
氏
名

項

堂
閏

名

稲膿

外 昭
和
一
八
年
四
月
五
日
生

川笛省

務

照菖庁

省
名 芳f



■

■

一
ハ

一
一

｛
ハ

一

五
九
五
八
五
七
五
五
石

二

五
一
一

五
一

四
八

昭
和
四
六

年
号

今

○ 八
一
ハ 七 五

一
ハ 四 七

今

八 七
月

一

一

○

一

八

ゞ 具

謂

一

五

▲

四
一 一 一

_一も一

○

一

○

皇

○
日

参
事
官
を
命
ず
る

在
オ
ー
ス
ト
ジ
ア
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

情
報
調
査
局
分
析
課
長
に
配
置
換
す
る

中
南
米
局
中
南
米
第
一
課
長
に
昇
任
さ
せ
る

大
臣
官
房
調
査
企
画
部
企
画
課
企
画
官
に
昇
任
さ
せ
る

大
臣
官
房
調
査
企
画
部
企
画
課
に
配
置
換
す
る

在
チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

Ｄ
Ｃ

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

情
報
文
化
局
国
内
広
報
課
勤
務
を
命
ず
る

欧
亜
局
西
欧
第
一
課
勤
務
を
命
ず
る

副
領
事
を
命
ず
る
事

項

省
庁
名



一
一 九 七 四

平
成
三

年
号

八 八 七 七
●
一

四 二
月

一

申
ら

＝

二

○

。
一

○
一 一

一

五
日

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

名
称
を
与
え
る

在
ベ
ル
リ
ン
曰
本
国
総
領
事
館
総
領
事
と
し
て
在
勤
す
る
期
間
大
使
の

総
領
事
を
命
ず
る

在
ベ
ル
リ
ン
曰
本
国
総
領
事
館
に
配
置
換
す
る

総
合
外
交
政
策
局
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
審
議
官
に
配
置
換
す
る

総
領
事
を
命
ず
る

在
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
日
本
国
総
領
事
館
に
配
置
換
す
る

公
使
の
名
称
を
与
え
る

ド
イ
ツ
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
Ｆ
イ
ッ
国
に
在
勤
す
る
期
間

ｂ
ｅ

在
ド
イ
ツ
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る
（
法
律
第
五
号
）

在
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

●

●

事

項

、
、

省
庁
名



■
●

●

□

一

四

平
成
一
一

年
号

一

○ 九 八
月

四

一
一

○
一
一

日

、

● 号

通
関
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
監
事
に
任
命
す
る

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

ウ
ル
グ
ァ
イ
国
駐
笥
を
命
ず
る

特
命
全
権
大
使
に
任
命
す
る

事

項

。
《
■

｡ 、

Ｇ
Ｆ ■

●

省
庁
名



昭
和
四

本
籍

年
号

出
生
地四四

四
四
六 三

一
一

月
八言七 四七 四

二

調
日

亀
一。■L

一

在
ス
ペ
イ
ン
日
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

；
外
交
官
補
を
命
ず
る

ア
メ
リ
カ
局
中
南
米
第
二
課
勤
務
を
命
ず
る

履

歴

氏項 出
生
年
月
日

旧
氏
名
書

名

永ボ
昭
和
一
九
年
四
月
一
一
日
生

外

井い省

務

愼k庁

省

名 也や



●

◆

■

1

=

平
成

元

一
ハ

二

一
ハ

一

五
八
五
七
五
四

五
一
一

五
○

昭
和
四
七

年
号

八 ~弓 九 八

ユ

○
.._ ． ・二･＝

一
一

▲

○ 七

一

○
月

一

一
ユ

里

八 I■■■■■ 一

一
一

一

五
一

▲

一

一
ハ

日

在
ペ
ル
ー
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

寺
●

国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
に
配
置
換
す
る

参
事
官
を
命
ず
る

在
ウ
ル
グ
ァ
イ
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

外
務
事
務
官
（
中
南
米
局
中
南
米
第
一
課
長
）
に
転
任
さ
せ
る

内
閣
法
制
局
参
事
官
（
第
三
部
）
に
昇
任
さ
せ
る

１
１

大
臣
官
房
調
査
企
画
部
分
析
課
に
配
置
換
す
る■

●

国
際
連
合
局
経
済
課
に
配
置
換
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

●
己

ｇ
ｏ

在
ス
ペ
イ
ン
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

q

d

在
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
国
際
機
関
日
本
政
府
代
表
部
在
勤
を
命
ず
る

条
約
局
国
際
協
定
課
勤
務
を
命
ず
る

事

項

0

省
庁
名



●

■
▲
■ｏ
一
一
一 九 七

一
ハ 五 四

平
成
三

年
号

一 一 - 八 八
一

八
月

一

七

一
一
一

▲

○

－

九
つ ﾆｰ ｭ 一

日

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

0

●

●
カ
タ
ル
国
駐
笥
を
命
ず
る

●
０

特
命
全
権
大
使
に
任
命
す
る

休
職
に
す
る
（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
主
任
研
究
員
）

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

中
南
米
局
に
併
任
す
る

・
大
臣
官
房
審
議
官
に
昇
任
さ
せ
る

中
南
米
局
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
外
務
参
事
官
に
昇
任
さ
せ
る

公
使
の
名
称
を
与
え
る

ペ
ル
ー
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
ペ
ル
ー
国
に
在
勤
す
る
期
間

総
領
事
を
命
ず
る

在
リ
マ
日
本
国
総
領
事
館
に
併
任
す
る

事

項

◆

省
庁
名



一

四

一

一

平
成
三
一

年
号

ー

▲

. ､ 一一 一一
△
月

一

七
一

■■■■■■■■■■b

一

八
日

国
際
交
流
基
金
専
務
理
事
に
任
命
す
る

辞
職
を
承
認
す
る

国
際
研
修
協
力
機
構
常
務
理
事
に
任
命
す
る

事
項

省
庁
名



四
五

四
七

＝一

履

歴

書

外

務

省

七 口 ’四 七
－一

三
等
書
記
官
を
命
ず
る

’

’

外
交
官
補
を
命
ず
る

'．

’
一一 1

在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る稀

一一

二

八 四 ’
四
一
一
一

四
四

昭
和
四
三

年
号

出
生
地

本

籍

事

項

省
庁
名

出
生
年
月
日

昭
和
二
○
年
六
月
三
日
生

旧
氏
名

氏
名

し
げ
い
え
と
し
の
り

重
家
俊
・
範



一
ハ

一
一

｛
ハ

一

五
九
五
七

五
‐
五

五
四
荊

二

昭
和
四
九

年
号

一
●
一 ｛

ハ 九 七 七 七 四 八
今

月

一
ハ 〃

一
ハ

－－－凸 q■■一 一一一 一 一

一

九 一
日

小
渕
国
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

●
●

後
藤
田
国
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
）
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

欧
亜
局
大
洋
州
課
長
に
昇
任
さ
せ
る

在
連
合
王
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

ｂ

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
マ
レ
イ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

因
〆

外
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

り
す

条
約
局
国
際
協
定
課
に
配
置
換
す
る

ア
メ
リ
カ
局
北
米
第
二
課
勤
務
を
命
ず
る

二
等
書
記
官
を
命
ず
る
事

項

●
●

省
庁
名



e

■

I

九 七 五 三

平
成
二

昭
和
六
三

年
号

八 八 五 八
ユ

八 九 七
月

冬

四

一

五
一 一 ﾏ ー

＝

▲

一 一

五
一

日

在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

中
近
東
ア
フ
リ
カ
局
の
併
任
を
解
除
す
る
．

経
済
局
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
審
議
官
に
昇
任
さ
せ
る

中
近
東
ア
フ
リ
カ
局
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
外
務
参
事
官
に
配
置
換
す
る

日
本
政
府
代
表
部
に
在
勤
す
る
期
間
公
使
の
名
称
を
与
え
る

国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
在
勤
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
国
際
連
合

国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
に
配
置
換
す
る

参
事
官
を
命
ず
る

在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
内
閣
安
全
保
障
室
）
に
併
任
す
る

北
米
局
安
全
保
障
課
長
に
配
置
換
す
る

事

項

〆

省
庁
名



I

4

●

ﾛ

一

四

I■L

三

一
一
一

平
成
九

年
号

五 言
一

一
一 八

月

勺

一
一
一 八

b

〃

一
一
一
一

一

一
ハ

一

日

休
職
に
す
る
（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
主
任
研
究
員
）

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

外
務
事
務
官
（
中
東
ア
フ
リ
カ
局
長
）
に
採
用
す
る

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

特
命
全
権
公
使
に
任
命
す
る

在
勤
す
る
期
間
公
使
の
名
称
を
与
え
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に

参
事
官
を
命
ず
る

①

■

事

項

省
庁
名



昭
和
四
四

本
籍

年
号

出
生
地四

五
四
六

四
七

一
一
一

月
九

一
一
一七 四四

一
一
一
一

一
｛
一
一 日一

ハ
一一

事

一
外
務
公
務
員
採
用
上
級
試
験
合
格

東
京
大
学
法
学
部
第
三
類
卒
業

大
臣
官
房
勤
務
を
命
ず
る

外
務
事
務
官
に
任
命
す
る

在
中
華
民
国
日
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

在
香
港
日
本
国
総
領
事
館
在
勤
を
命
ず
る

外
交
官
補
を
命
ず
る

ア
ジ
ア
局
勤
務
を
命
ず
る

履

歴

氏出
生
年
月
日

項 旧
氏
名

垂蛍
弓

名
一

し
も
こ
う
じ

下
荒
地

外 昭
和
二
二
年
八
月
三
日
生

省

務
●
し
ゆ
』
フ

庁 修

省

名
二℃



五
六
五
五

五
四

一
一
一
一

詞

＝

’
一

五
一
一

’
一
一
一

五
一

’
一

四
九

’
一
一
一

四
八

一

昭
和
四
七

年
号

一
一 四

一一 四 四 九 七 五

一
一
一
月

一 ｡一

会

○ 五
一

－
０

五

一

五

一
一
一
・

－

■■■■■■■■■■

日

休
職
に
す
る
（
交
流
協
会
）

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

●
Ｑ

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
中
華
人
民
共
和
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

経
済
局
資
源
第
二
課
に
配
置
換
す
る
（
政
令
第
九
六
号
）

経
済
局
資
源
課
に
配
置
換
す
る

外
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

大
臣
官
房
勤
務
を
命
ず
る

●
。

ア
ジ
ア
局
中
国
課
勤
務
を
命
ず
る

外
交
官
補
を
命
ず
る

●
。

在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

領
事
宮
補
を
命
ず
る

●

●

事

項

省
庁
名



〆

〃

■

■

』

七
｛
ハ 四

平
成

元

一
ハ

一
一

一
ハ

＝

六
○

昭
和
五
九

年
号

八
一 八

_ろ一 一一 九 九 一

月

四
一 －■

二

七

今

九 一
二

○
一
一 九

日

国
際
情
報
局
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
外
務
参
事
官
に
配
置
換
す
る

i

●
も

在
勤
す
る
期
間
公
使
の
名
称
を
与
え
る

中
華
人
民
共
和
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
中
華
人
民
共
和
国
に

在
中
華
人
民
共
和
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

参
事
官
を
命
ず
る

在
大
韓
民
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

経
済
協
力
局
調
査
計
画
課
長
に
昇
任
さ
せ
る

大
臣
官
房
総
務
課
主
任
企
画
官
に
配
置
換
す
る

経
済
協
力
局
政
策
課
企
画
官
に
配
置
換
す
る

経
済
協
力
局
技
術
協
力
課
企
画
官
に
昇
任
さ
せ
る

経
済
局
に
配
置
換
す
る
（
総
務
参
事
官
室
）

復
職
さ
せ
る

事：

項

省
庁
名



の

、

●

●

●

G

I

一

四

▲

一

平
成
九

年
号

九 五 五
一
一
一 四

月

一畠

○
一 守 阜

一息

五
.一

日

在
勤
す
る
期
間
公
使
の
名
称
を
与
え
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に

参
事
官
を
命
ず
る

在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

復
職
し
た

研
究
部
長
兼
主
任
研
究
員
）

D

q

休
職
に
す
る
（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
軍
縮
・
不
拡
散
促
進
セ
ン
タ
ー

復
職
し
た

。
●
け

次
長
兼
主
任
研
究
員
）

c

b

O
■

休
職
に
す
る
（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
軍
縮
・
不
拡
散
促
進
セ
ン
タ
ー

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

総
領
事
を
命
ず
る

在
ヴ
ァ
ン
ク
ー
ヴ
ァ
ー
曰
本
国
総
領
事
館
に
配
置
換
す
る

事

項

■
●
ｐ

省
庁
名



①

ノ

平
成
一
五

年
号

七
月

一
一
一
一

日

角

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る 事
項

省
庁
名



昭
和
四
五

年
号

本
籍

出
生
地

亜四
七

四
九

』
』
、
コ
ノ

月
九七 四

一
一
一四

一
ハ

一
一
一
一 日
五一一＝会

事
項

外
務
公
務
員
採
用
上
級
試
験
合
格

東
京
大
学
法
学
部
第
三
類
中
退

外
務
事
務
官
に
任
命
す
る

大
臣
官
房
勤
務
を
命
ず
る

ア
メ
リ
カ
局
勤
務
を
命
ず
る

在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

外
交
官
補
を
命
ず
る

在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

履

卜

歴

出
生
年
月
日

氏旧
氏
名
書

名
－

一■－

須す
外

昭
和
二
二
年
七
月
八
日
生

田だ省

務

明：庁

省
｜

’ I
名 夫お

’ I

』



h

●

平
成

元

｛
ハ
ー
ニ

六

○

五

八

五
七
薪

= ▲

一

今

五
▲

五
○

昭
和
四
九

年
号

七

一
一
一

△

○
令

一
一

四 四

一

○

一一 巴

○ 八 四
｛
ハ
月

一

五

一
一

二

一

五 一

一
一

○
△

一

_一一 一 九
一

一
日

ｂ
Ｉ
ｊ
０
Ｉ
Ｉ
、
、
１
１
■

条
約
局
国
際
協
定
課
長
に
昇
任
さ
せ
る

大
臣
官
房
総
務
課
主
任
企
画
官
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
総
務
課
企
画
官
に
配
置
換
す
る

●
●

参
事
官
を
命
ず
る

在
連
合
王
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
大
韓
民
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

北
米
局
北
米
第
二
課
に
配
置
換
す
る

条
約
局
法
規
課
に
配
置
換
す
る

ア
ジ
ア
局
南
東
ア
ジ
ア
第
二
課
勤
務
を
命
ず
る

大
臣
官
房
勤
務
を
命
ず
る

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

三
等
書
記
官
を
命
ず
る

。
。事
項

省

庁

、
１

名



1

一
一

ー

○ 九 八 七 五

平
成
三

年
号

八
一 八

一 一

一
一
一 八

一

○
月

一

一｡

一
一
一

一 五 － デー

一

○
▲

ｰ今
日

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
審
議
官
に
昇
任
さ
せ
る

総
合
外
交
政
策
局
に
併
任
す
る
（
軍
備
管
理
・
科
学
審
議
官
組
織
）

大
臣
官
房
外
務
参
事
官
に
配
置
換
す
る

国
に
在
勤
す
る
期
間
公
使
の
名
称
を
与
え
る

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

◆

■

在
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

公
使
の
名
称
を
与
え
る

カ
ナ
ダ
国
駐
箭
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
カ
ナ
ダ
国
に
在
勤
す
る
期
間

参
事
官
を
命
ず
る

在
カ
ナ
ダ
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

国
際
情
報
局
分
析
第
一
課
長
に
配
置
換
す
る

情
報
調
査
局
分
析
課
長
に
配
置
換
す
る

事

項

省
庁
名



甸

由

●

参

守
■

一

二

平
成
一
一

年
号

四 三 八
月

一

＝
一 〃

一

■■■■■■■■■b

日

■

I

総
務
部
長
を
命
ず
る

国
際
協
力
事
業
団
職
員
に
採
用
す
る

辞
職
を
承
認
す
る

●

長
）
に
併
任
す
る
（
免
一
三
．
一

五
…

総
理
府
事
務
官
（
大
臣
官
房
外
政
審
議
室
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
担
当
室

遺
棄
化
学
兵
器
処
理
対
策
室
長
を
命
ず
る
（
免
一
三
．
一
・
五
）

内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
内
閣
外
政
審
議
室
）
に
併
任
す
る

事

項

省
庁
名



昭
和
四
六

本
籍

年 出
生
地四

七
四
八

五
○

号

月
九

《
単
一

一
一
一七 四一

ハ 四

一
一
一
一

一
一 日

四一
■一一

外
務
事
務
官
に
任
命
す
る

東
京
大
学
法
学
部
第
三
類
卒
業

外
務
公
務
員
採
用
上
級
試
験
合
格

在
連
合
王
国
日
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

中
近
東
ア
フ
リ
カ
局
勤
務
を
命
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鰯特命全権大使に任命する
フィンラン液国駐箭を命ずる

（前内閣広報官） 近藤茂夫

近藤茂夫／ﾗﾌ郷ﾝ騨笥
15． 9．15命繍

跡箭定

鯵特命全権大使に任命する
ノルウェー国駐笥を命ずる
外務事務官（国際連合日本政府代表部大使） 齋賀富美子

齋賀富美子一ﾗﾉ高ｳ言-里駐董
15． 9．15命繍

免ﾉﾙｳｪｰ圃職齢)碇

③特命全権大使に任命する
エチオピア国駐笥を命ずる

（国際協力事業団理事） 泉 堅二郎

／／テエ震ｵ差ｱ雲駐菫
15． 8．10命關

跡箭淀

泉 堅二郎

③特命全権大使に任命する
ハンガリー国駐笥を命ずる

（通関情報処理センター監事）

稲川照芳一ラハ蟇力呆‐黒駐菫
15． 9．15鱸’

跡鮮淀

稲川照芳



鐘特命全権大使に任命する

アルゼンチン国駐笥を命ずる
（国際交流基金理事） 永井愼也

永井愼也一今ｱ雀ゼ墓ﾁ憂国室筍
15． 6．15命繍
7．22免ｱﾙﾝﾁﾝ鴎舗(齢）

鐙特命全権大使に任命する

南アフリカ共和国駐笥を命ずる

外務事務官‘(大臣官房） 重家俊範

重家俊範一一南臺ﾌﾘｶ共和国駐笥泰邦
15． 7，15命禰

鯆ｱﾌﾘｶ期国翻㈱)予定

患特命全権大使に任命する

パナマ国駐笥を命ずる
外務事務官（大臣官房） 下荒地修二

威
稚
繍
館

笥
光
Ⅷ
＃

醜
津
Ⅷ

村
松
岨

く

一一
一修地麓小下

鰯特命全権大使に任命する
スリランカ国駐笥を命ずる

（国際協力事業団総務部長） 須田明夫

須田明夫一ﾉﾗｽ美ﾗ臺力暑壁霊
15． 9．20鯛朝

免ｽﾘﾗﾝｶ国錨㈱)碇

③特命全権大使に任命する
ウガンダ国駐笥を命ずる

外務事務官（在ポーランド日本国大使館公使） 喜伊東 昭

伊東喜昭一ﾉﾉヵｳ墓ﾝ筧国兼轄(ｹﾆｱ国駐箭）ｰ

呉

免ｳガﾝ姻繍予定


